
 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

2 月 22 日、「学費負担の大幅軽減と私大助成の増額を求める」請願（2017 年度分）提出にあわせ、国会

内での要請行動・集会が行われ、全国各地区から 40 名が参集しました。昨年秋の急な衆議院解散のため、

請願提出として例年より遅れたものとなりましたが、立憲民主、民進、希望、共産、社民など各党議員が

駆けつけました。集会後、参加者で手分けをして文教関係議員を中心に事務所要請へ。国会請願に必要な

紹介議員を取り付け、2017 署名簿に託された私たちの願いは無事に国会へ届けられました。 

  

 北海道からは 2名が（道私大助成推進協議会事務局の市川・小松が全国役員として）参加。 

 東京地区の参加者と協力して参議院議員と北海道出身議員を中心に要請にまわりました。 

 その結果・・・ 

 北海道出身の議員としては、佐々木隆博衆議院議員（立憲民主党）・小川勝也参議院議員（民進党）・

紙智子参議院議員（共産党）より、紹介議員応諾。 

与党（自民党）議員への要請では「反政府的な内容であり、党として紹介できない」と返答があ

りました。 

■2017私大助成署名と「新入生家計負担調査」のまとめ■ 

私大助成署名 計１０，５０５筆  <酪農学園大 7,900・北海学園大 1,859・札幌学院大 666・その他 80> 

新入生家計負担調査 計３９６世帯分  <酪農学園大 143・北海学園大 177・札幌学院大 76> 

今春からも新しい請願項目で私大助成運動に取り組みます。粘り強く頑張りましょう！ 

私大助成署名 2017を国会請願しました！ 
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労契法改正から 5年… 
 

 

 

 4月 1日以降、これまで 5年以上継続して雇用されてきた有期雇用労働者に「無期雇用転換権」が生じま

す。原則、本人が希望すればその雇用は無期転換されなければなりません。 

■組合が動けば突破できる！ 

この間、道私大教連では改正労契法の潜脱を

許さず、無期転換ﾙｰﾙの徹底を求めてきまし

た。組合が粘り強く取り組んできた大学では

一定の成果が表れていますが、未加盟大学等

では雇止めの動きが散見されます。 

右表は加盟大学での状況です。 

札幌学院大、酪農学園大、北海学園大では組

合との協議を経て非常勤講師・有期雇用職員

を原則、無期転換する就業規則の改定が進ん

でいます。天使大では限定的に無期転換を容

認する内規変更が行われつつありますが、北

星学園大、札幌大では改正労契法の趣旨を逸

脱した動きがみられています。 

■未加盟・未組織大学の動向 

未加盟・未組織大学では、道尚志学園傘下の

大学、旭川大学等で 5年雇止め・無期転換阻

止の動きがみられています。 

■非常勤講師にも「10年特例」適用！？ 

書記局では全国的な状況についても調べて

いますが、関西・首都圏の一部大手大学で、

非常勤講師にも「大学等の研究者・教員特例」

を適用し、10 年期限で雇止めることを規定

する法人が散見されます。 

こうした「ちぐはぐ」を生む背景に、明確な

ガイドラインすら示さず、無期転換問題を各

大学任せにして放置する文部科学省の無責

任な姿勢があります。大学は公器として、社

会に範を示さなければならないところ。行政 

大学名  概 要  （道私大教連調べ） 

札幌学院大学 〇非常勤講師は無期転換。 

○特任教員は、組合が 5年上限の撤廃要求、交

渉中。 

○英語教師（外国人教師）は 5年で無期転換。 

〇契約職員は 5年上限撤廃、無期転換。更に契

約職員のうち、３つの専門職は正職員化を実現

（更に２業務を専門職に追加するよう要求）。 

酪農学園大学 〇非常勤講師は無期転換。 

〇有期雇用職員は無期転換。 

北海学園大学 〇非常勤講師は無期転換。 

〇従前の臨時職員に無期転換を認め、「特定職

員」とする。 

天使大学 △すべての有期雇用契約は５年上限。ただし、

法人が認める者は 5年を超えても更新し、本人

が希望すれば無期転換を認める。 

北星学園大学 〇非常勤講師は無期転換される方向（教授会専

決事項）。 

●2012年まで 6年上限だった「特任職員雇用

内規」が無期転換を阻むため 2013年に 5年に

変更された。現下も改善せず。 

△5年上限の臨時職員に雇止めが予定されて

いたが、組合との交渉を経て今年度末は「経過

措置」として雇用継続。2018年度 4月以降採

用の臨時職員については継続協議。 

札幌大学 

 

●「特任教員」（有期専任）規程を「10年特例」

潜脱のため上限 9年に改定（裁判主張書面より）。 

（それ以外の動きは情報なし。） 

はその監督責任を果たすよう私大教連としても強く求めます。現場においても、年度がわりギリギリまで

労働組合として追及を緩めぬ姿勢でこの問題に臨んでまいりましょう！ 

■厚生労働省のリーフレットやポータルサイト活用を 

 厚生労働省発行のパンフレット「無期転換の準備、進めていますか」では、労働契約法第 18条について

詳細に説明しています。厚労省や各都道府県の労働局のサイトからダウンロードできます。教職員に配布・

配信して理解を広げるなど、組合でも活用を呼びかけます（「無期転換の準備・リーフレット」で検索）。

また、厚労省が開設する「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」（http://muki.mhlw.go.jp ）でも

有益な情報が掲載されています。 

「無期転換ルール」確立の取りくみ進む！ 

http://muki.mhlw.go.jp/

